
令和４年度 神奈川県細胞検査士会総会 議事録 

 

日 時：令和５年３月 11 日（土） 13：00～ 

場 所：Web 開催 

議事録作成人：庶務 阿部直也 

 

議 案 

第１号議案：委員会活動報告 

第 2 号議案：令和３年度会計報告 

第 3 号議案：令和 5 年度予算案 

第 4 号議案：神奈川県細胞検査士会規約改正 

 

議 事 

 

 第１号議案：委員会活動報告 

本議案について、今井会長から学術ならびに広報委員会の活動について、別紙

「2022 年度 神奈川県細胞検査士会 臨時役員会議事録 資料 2」「2022 年度 神奈

川県細胞検査士会 役員会議事録 資料 2」の説明があり、これについて議場へ意見

を求めたところ、満場異議なく承認可決した。 

 

第 2 号議案：令和３年度会計報告 

本議案について、今井会長から「2022 年度 神奈川県細胞検査士会 役員会議事

録 資料 4-1」について説明があり、これについて議場へ意見を求めたところ、満

場異議なく承認可決した。 

 

第 3 号議案：令和 5 年度予算案 

本議案について、今井会長から「2022 年度 神奈川県細胞検査士会 役員会議事

録 資料 5」について説明があり、これについて議場へ意見を求めたところ、満場

異議なく承認可決した。 

 

第 4 号議案：神奈川県細胞検査士会規約改正 

本議案について、今井会長から下記の通り詳細な説明があり、これについて議場

へ意見を求めたところ、満場異議なく承認可決した。 

 

 



 

改正後 改正前 

第 2 章 目的と事業 

第３条 この会の目的は、神奈川県における

細胞検査士の知織の向上と臨床細胞学の進

歩と普及を図ることにあり、平成 8 年 9 月

1 日に設立する。 

 

第 5 章 総 会 

第 15 条 この会は毎年 1 回総会を開催す

る。 

2．総会の決議は、出席者の過半数をもって

行う。 

 

附 則 

この会則は平成 8 年 9 月 1 日より施行す

る。 

（中略） 

令和 4 年 3 月 12 日会則を規約に改正、他

一部改正 

令和 5 年 3 月 11 日一部改正 

第 2 章 目的と事業 

第３条 この会の目的は、神奈川県における

細胞検査士の知織の向上と臨床細胞学の進

歩と普及を図ることにある。 

 

 

第 5 章 総 会 

第 15 条 この会は毎年 1 回総会を開催す

る。 

 

 

 

附 則 

この会則は平成 8 年 9 月 1 日より施行す

る。 

（中略） 

令和 4 年 3 月 12 日会則を規約に改正、他

一部改正 


